
令和８年４月１日採用 
 天龍村会計年度任用職員(パートタイム)募集要項 

令和７年(2025年)12月 24日 

 

 
１．募集期間  令和７年１２月２４日（水）～令和８年１月２９日（木） （必着） 

 

 
２．募集職種等 

職 種 募集人員 主な職務内容 受験資格 担当課（問合せ先） 

村営バス運転手 

（パートタイム職員） 
１名 

・村営バス神原線運転手 

（１５人乗りバス） 

・概ね６０歳未満の者 

・中型自動車免許取

得者で、二種免許取

得者または有償運送

等運転者講習修了者

（採用日までの取得者

を含む） 

総務課 

 電話３２－２００１ 

おきよめの湯 

清掃員 

（パートタイム職員） 

若干名 ・温泉施設内外の清掃 ・特になし 

役場南支所 

電話３２－３１１１ 
おきよめの湯 

ボイラー員 
（パートタイム職員） 

若干名 
・温泉施設ボイラー等の 

管理、送迎バスの運転 

・マイクロバス運転免

許(免許未取得者で

も相談に応ずる) 

※共通募集要件 
   原則、天龍村に住民登録があり、村内に居住している方または採用日までに天龍村に住民登録をして居

住する方 
 

 

３．勤務条件 
勤務日 

村営バス運転手 所属長が指定する月１２日間程度 （勤務日数の変動あり） 

おきよめの湯清掃員 
温泉施設営業日 ・ ２交代制 

おきよめの湯ボイラー員 

勤務時間 
村営バス運転手 ６時２０分 ～ １８時３５分 （実質勤務時間 ８時間４５分） 

おきよめの湯清掃員 
早出  ８時００分 ～ １５時３０分 （実勤務時間 ６時間４５分） 
遅出 １５時３０分 ～ ２２時００分 （実勤務時間 ６時間００分） 

おきよめの湯ボイラー員 早出  ７時００分 ～ １４時３０分 （実勤務時間 ６時間４０分） 
遅出 １４時３０分 ～ ２２時００分 （実勤務時間 ６時間４０分） 

勤務しない日 
村営バス運転手 １月１日 ・ 所属長が指定する日 

おきよめの湯清掃員 
温泉休業日 ・ 所属長が指定する日 

おきよめの湯ボイラー員 



報酬（給料） 
村営バス運転手 時間額       １，５０９円 ～ 

おきよめの湯清掃員 
早出時間額    １，２１７円 ～ 
遅出時間額    １，２５９円 ～ 

おきよめの湯ボイラー員 早出・遅出時間額 １，５５１円～ 

手当等 条例、規則等の定めにより、通勤費・時間外勤務手当(報酬)・期末手当・勤勉手当等を支給 

休暇 任用期間及び勤務時間に応じて年次有給休暇等あり 

社会保険等 健康保険・厚生年金保険及び雇用保険法の定めるところにより、それぞれ加入 

服務 地方公務員法の服務に関する各規程が適用されます。 
① 服務の宣誓 
② 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 
③ 信用失墜行為の禁止 
④ 守秘義務 
⑤ 職務専念義務 
⑥ 政治的行為の制限 
⑦ 争議行為等の禁止 
⑧ 営利企業への従事等の制限（要届出） 

 

４．任用期間 
 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （再度任用：選考等の能力実証を行った上で、再度任用する場合あり） 
 

５．試験の方法等 
 （１） 試験方法   面接試験 
 （２） 日   時   令和８年２月上旬を予定 （詳しくは、試験申込者あてに別途通知） 
 （３） 場   所   天龍村役場 
 

６．試験結果の通知 
  令和８年３月上旬までに文書にて通知 

 
７．試験申込手続き  ※受付期限：令和８年１月２９日(木) 必着 
 （１） 提出書類    採用試験申込書 （役場、南支所またはホームページで取得可能） 

資格取得を証明する書類（村営バス運転手・おきよめの湯ボイラー員） 
 （２） 提出先      天龍村役場 総務課 （〒３９９－１２０１ 長野県下伊那郡天龍村平岡８７８番地） 
               天龍村役場 南支所 （〒３９９－１２０２ 長野県下伊那郡天龍村神原 5786 番地 14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会計年度任用職員の概要 

「会計年度任用職員」とは、地方公務員法等の制度改正により、今までの非常勤や臨時職員が令和２年度

から「会計年度任用職員」となり、身分は非常勤一般職の地方公務員となります。 

  正規職員との違いは、１回の任用(雇用)期間が４月１日から翌年３月 31 日(会計年度)ごとの最長で１年間

となります。（選考等の能力実証を行った上で、再度任用する場合あり） 

任用期間中は地方公務員となるため、身分保障(不合理な理由で免職や懲戒処分を受けない)がある一

方で、服務規程(守秘義務・命令従事義務・信用失墜行為の禁止・政治的行為の制限など)が適用されるこ

とになります。 

天龍村役場 総務課 総務情報係 
 電話  ０２６０－３２－２００１ （内線２２１） 
 ＦＡＸ  ０２６０－３２－２５２５ 
 e-mail  d-somu@vill.tenryu.lg.jp 


